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2007 年 4月から施行された保健師助産師看護師法の一部
改正等により，看護の永年の懸案であった，看護師等の名
称独占，助産師・保健師になるための看護師試験合格要件，
事故を起こすなどして法に基づく処分により業務停止と戒
告処分を受けた看護師等の再教育，看護記録の保管義務な
どの規定が実施された。いずれも国民医療の質を向上させ
るために必要な改正であったもので，それが実現したこと
への評価は高い。この背景の動きの一つを検討してみる。
国民医療の向上のために，看護の内容のみならず制度の

将来を展望することは重要である。看護の問題点を解決し
将来を切り開くことは，看護と国民にとって必要であり，
それは国民と看護の力を結集すればできるはずである。多
くの改革が行われているが，その背景には基本的な戦略が
あったのではないか，それが看護制度発展の道しるべとな
ったのではないかと考えている。
なお，本稿では資格名称や省庁名の固有名詞は，原則と

して議論された当時のものを用いることにする。
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看護制度を保健師助産師看護師法の改正で見れば，戦後
に同法が制定されて以来，1951 年の准看護婦制度に関す
る法改正以外は，名称や審議会など技術的な改正はあるも
のの，1992 年の「看護婦等の人材確保に関する法律（以

下，看護師等人材確保法）」の制定まで，42 年間は大きな
改革はなかった（看護行政研究会，2007，pp.910-919）。
しかしながらそれ以降，看護界が望んでいた大きな看護制
度の改正ができるようになった。これは一つには，少子・
高齢社会看護問題検討会（厚生省健康政策局看護課，
1995，pp.2-34）が合理的かつ長期的な問題点を指摘し，
その解決の方向を示し，看護の発展を願いながら報告をし
たことに一つの原点を見る。
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厚生労働省がまだ厚生省といわれていた 1994 年 12 月に
看護の将来へ展望を示す一つの検討会報告書が出されたこ
との意義は大きい。それは半年という短期間に 14 回もの
会合をもった結果できたものである（厚生省健康政策局看
護課，1995，p.8）。検討会開催当時は少子化が進行したが，
まだ少子化と高齢化が関係づけられておらず，高齢化率は
今の 22％よりもはるかに低い 14％であった（総務省統計
局，2007）。看護職員の数の不足問題については，前述の
ように各種の施策が講じられたために，ようやく看護職員
の需給の見通しが立ち，これからの看護は数の確保から質
の向上へと転換しようとしていた時代である。
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この時期の看護は，対応が急性期疾病から慢性期疾病へ
視野が広まり，施設医療から在宅医療へも向かおうとし始
めた時代である（厚生省健康政策局看護課，1995，pp.3-4）。
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